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１．はじめに

本稿の課題は，産業革命以降，英国各地に建設された工場村において前近代的な労使関係の象

徴とされるパターナリズム（paternalism）がどのような形であらわれていたかを明らかにする

ことである１。

これまで膨大な研究蓄積がある英国労使関係史においては，産業革命以後の資本＝賃労働関係

における労働者団結の形成過程に主眼が置かれ，民主的・近代的形態としての労使交渉制度の発

達が強調されてきた。そこでは，パターナリズムとは近代的労使関係における前近代的な主従関

係の残滓，あるいは労働者の団結を阻止する資本家の懐柔策とみなされている。したがって，パ

ターナリズムは近代的な諸制度の発達によって払拭されるべきものと理解されている。

他方，英国労務管理史研究においては，その起源が雇用主による福祉給付にあるとするが，そ

れは一部の雇用主による温情や博愛といった社会的良心の問題として評価・処理されている。そ

１ パターナリズムとは，１．父親らしい管理の原理と実践；父親のような政府；父親が子供に対してするの
と同じ方法で，国やコミュニティの必要を満たそうとしたり，生活を規制しようとする要求や試み，２．父
親がその子供に対して行なうような仕方で行為する原理であり，１８８０年代以降使用されるようになった言
葉である（The Oxford English Dictionary, Second edition, Vol.１１, Oxford,１９８９, p.３３６.）。
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して，雇用主の個人的な給付にもとづく企業福祉も，近代企業では没主観的・形式合理的な諸制

度に取って代わられると理解されている。すなわち，先行研究においては，パターナリズムとは

前工業化社会における主従関係であり，近代社会の発展とともに消え行く伝統であるという点で

共通の認識が形成されている２。本稿は，「パターナリズムの完璧な発現形態」３とされる工場村を

考察することで，近代社会の発展とともにパターナリズムがどのようなプロセスを経たのかを検

討しようとするものである。

以下では，まず，パターナリズムの概念を整理したうえで，雇用主のパターナリズムが顕著に

あらわれたとされる工場村がなぜ，どのように建設されたのかを，先行研究の成果をもとに検討

することからはじめる。ついで，１９世紀に建設された工場村の事例を考察し，パターナリズム

といわれる現象の発現と衰滅のプロセスを検討する。

２．工場村建設の意図

（１）家父長制的管理の概念

工場村といえばロバート・オウエンの実験場とされるニュー・ラナークが有名であるが，労働

者住宅を備えた大作業場も含めると「産業革命期の巨人たちを点呼」４しているようであり，産

業的にも地理的にも広範囲にわたっていたことが指摘されている。

工場村の建設者には生産設備以外にも多くの仕事が付加された。たとえば，工場の建設ととも

に運河，商港，道路といった交通インフラの整備にとどまらず，被雇用者の食糧確保および運搬

用の馬の飼料確保のための農場経営などもあった。さらに，住宅や学校の建設，医療費の援助，

売店の設置と経営，治安維持など，コミュニティに付随する様々な仕事が要求された。したがっ

て，工場村における雇用主の役割は，単なる工場経営者ではなく，そのコミュニティの長として

の「村長」の役割をも含んでいたとされる５。

こうした工場村建設の背景には，工業化初期における大規模工場が技術的制約から急流に動力

を求めて僻地に建設されたという立地条件だけでなく，工場内作業に対する当時の偏見に由来す

る労働力の獲得難があった。すなわち，労働の移動と適応とを阻んだ伝統主義の問題である。こ

２ これに対し，拙稿「英国における経営パターナリズム―１８７０―１９４０年」（２００３年３月，博士学位論文）に
おいて，伝統が創られる可能性を指摘した。すなわち，１９世紀末以降の英国で paternalist firmといわれる
大企業では，企業内労使関係が過去の労使慣行への訴求によって創りだされる行動規範に従って再編され，
福利厚生を用いた労務政策がその企業固有の雇用管理システムとして導入されていったことを明らかにし
た。そのうえで，パターナリズムとは，近代において失われ行く伝統ではなく，「イズム」として近代にお
いて創りだされた労使関係管理の概念という側面をもつことを指摘し，近代は伝統への回帰とともに進行
することを，英国近代産業の事例研究を通して主張した。

３ 武居良明（１９９６）８２頁。
４ Pollard, S.（１９６４）p.５１７.

５ 武居良明（１９９６）８１―９７頁。武居は工場村建設の意図を２４時間管理体制の確立に見出している。
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の問題についてラインハルト・ベンディクスは経営のイデオロギーという視点からアプローチ

し，「慣習的な生活様式の変化に対する，労働者の間での幅広い抵抗は，労働者と雇用主との関

係が家族的きずなと相互の誠実さとでむすばれるならば，雇用主にとって有利なものとなりえた

のである」６と主張する。それゆえ，工場村の雇用主たちは「新たに制度化された工場規律の樹

立を目指して彼らの道をまさぐりながら人間関係を密にしたり，また年間を通じての作業の単調

さを打ち破るため，時には過去に眼を転じては旧秩序の典型である祭礼や休日の利用なども行っ

た」７のである。ただし，そこでは「何が労働者にとってよいことであるのかという点について

も，雇い主の判断が絶対であり，雇い主の利害や都合，小さな利己心が，しばしばはびこること

になった」８。

こうした家長による支配の概念を明確に整理したのがマックス・ウェーバーである。ウェー

バーは，家父長制的支配とは伝統的支配の最も純粋な型であり，その萌芽を共同社会関係におけ

る家長の権威に求めている。そして，被支配者の服従について「家父長制的構造は，その本質

上，没主観的・非人格的な『目的』への奉仕義務や抽象的規範への服従にもとづくものではな

く，これとは反対に，厳密に人格的なピエテート関係にもとづくものである」９とする。ところ

が，ヘルは伝統によって聖化された権威によってピエテートの念から服従されるため，「命令の

内容は伝統によって拘束されており，ヘルの方でこの伝統を無思慮に破るときは，専ら伝統の神

聖性のみにもとづいている彼自身の支配そのものの正当性を，危殆に瀕せしめることになる」１０

とする。すなわち，伝統とヘルの人格に対する二重のピエテートが支配の根本要素となっている

のである。さらに，「伝統の諸規範の範囲外においては，ヘルの意思は，個々の場合に衡平感情

によって設定される制限によってのみ――したがって極度に伸縮自在な仕方で――拘束されるに

すぎない。それ故，彼の支配は，厳格に伝統によって拘束された領域と，自由な恩恵と恣意との

領域に分けられるわけである」１１。しかし，「彼の支配権の安定性は勿論，この支配権から生ずる

利益もまた，隷属民の心情や気持に強度に依存している」１２ので，「ヘルもまた，服従者に対し

て，法的にではないが，習俗の上で，何らかの『義務を負う』」１３ことになる。このように，家父

６ R. ベンディクス（１９８０）１０９頁。「多くの人びとが工場労働と雇用者の権限に服従するという事態を正当
化するための経営イデオロギー」を研究課題としたベンディクスによると，「経営のイデオロギーとは，企
業の指導者が，自らについては，自発的な行動や結社の権利を正当化しながら，他方で，部下全員につい
ては，服従の義務を課し，全力をあげて雇用者に奉仕する義務を課そうとする試み」（R. ベンディクス，
１９８０，ⅲ―ⅵ頁）である。

７ S. ポラード（１９８２）２７０頁。
８ R. ベンディクス（１９８０）１１５頁。
９ M. ウェーバー（１９６０）１４３頁。
１０ M. ウェーバー（１９６０）３９頁。
１１ M. ウェーバー（１９６０）４０頁。
１２ M. ウェーバー（１９６０）１５５頁。
１３ M. ウェーバー（１９６０）１５５頁。
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長的支配それ自体の内部から双務的な関係が生じる。すなわち，伝統的権威に基づいて工場村を

建設し，労働者を管理しようと試みた雇用主は，その支配の正当性に対する信仰を喚起する伝統

的な規則に基づいて自らの管理手法もまた拘束されることを意味する１４。

（２）労働者住宅

工場村における労働者住宅の建設は，僻遠の地に建設された工場においては労働力の確保に欠

かせない条件であり，労働者の忠誠心の獲得にも貢献し得るものであったとされる。労働者住宅

といってもその形態は多様であり，小屋のようなものから多数の家族を収容できる大きな集合住

宅まで様々であった。これら土地や建物の所有者は通常，雇用主であり，家賃および地代は賃金

から控除されるのが一般的であった。

また，居住については，雇用主から様々な制約が課されていた。たとえば，ニュー・ラナーク

で労働者住宅を建設したオウエンは居住区の公衆衛生改善をはかって家庭内調査を行ない，

ディーンストンのフィンレーは家屋を清潔に保つことに対して報償を与え，またブラッドフォー

ドのタイタス・ソルトはソルテアにおいて裏庭に洗濯物を干すことをひどく嫌ったといわれてい

る。このように，雇用主の干渉は被雇用者の家庭における生活態度にまで及んでいたのである。

さらに，これら労働者住宅を管理運営したのは住民である労働者ではなかった。「特別の住居

担当の管理者というよりは，むしろ工場作業の管理者が…（中略）…居住区の世話をしたのであ

り，その結果，住宅の供給は，訓練のための手段となりえたのである」１５と指摘されている。そ

して，不従順な労働者には住宅からの立ち退きを迫ることによって改心を迫り，またグレードの

異なる住宅を用意することで労働者たちのあいだに勤労意欲を促進しようとした。つまり，工場

村における労働者住宅の提供は，その地理的条件によるだけでなく，工場における労務管理と密

接に結び付けられた管理手段でもあったのである。

（３）労働者教育

工場村を建設した雇用主たちは，労働者教育の一環としてコミュニティ内に学校や教会などを

積極的に建設した。その理由は主として，生徒が労働者の子弟ではなく労働者自身であったから

である。そのため，教師には第三者ではなく会社関係者が任命され，また場合によっては雇用主

自らが教壇に立ち，従順でかつ雇用主の好みに応じた労働者の育成が行なわれた。実際に，「あ

る学校は作業時間とぴったり組み合わされており，それが作業規律のうちに組み入れられてい

た」１６とされる。

１４ この点について，E. ホブズボウム・T. レンジャー（１９９２）は，産業革命以降の「伝統の創造」（inven-

tion of tradition）を，過去への言及によって特徴づけられた伝統の発現と確立される過程とし，共同体主
義的な創り出された伝統に言及している。

１５ S. ポラード（１９８２）２９９―３００頁。
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さらに，「教会やチャペル，また日曜学校などは，普通の意味での道徳教育をより一層促進し，

従順を教え込むものとして雇用主らによって支持されていた」１７。なぜなら，週末に余暇を楽し

むことは，とりわけ労働力の一端を担う子供たちにとっては悪習に染まる不道徳な例とされてい

たからである。したがって，ある雇用主は「町中に監視人をおいて，そこから不品行な者や子供

たち，また酔っぱらいなどを排除」１８したとされる。また，ある雇用主は２０歳以下の被雇用者に

対して，土曜日と日曜日の４時間は学校に出席することを義務づけた１９。またなかには，子供た

ちが日曜日に往来をうろつかないように専門の見張人をやとう者もいたといわれている。

このように，工場村における労働者教育がどのように行なわれていたかを見ると，たとえそれ

が雇用主による先進的な試みであったとしても，工場制生産に適合的な労働力を創出しようとす

る雇用主の意図がうかがえる。そのことから，「労働者階級の間の品位や道徳心のレベルを引き

上げようとする努力は，彼ら自身のためではなく，…（中略）…新たな工場内規律の樹立という

観点からなされたもの」２０と理解されているのである。

このように，１９世紀の英国において工場村を建設した雇用主たちは，「労働の場」だけではな

く「生活の場」の管理にも関心を示していた。先行研究において，その動機は，主として工場制

生産に適合的な労働力の創出とされる。したがって，労働者住宅や労働者教育などの様々な施策

を用いた労働者の管理・教化の場として，工場村が建設されたといえるであろう。

また，産業革命期の英国の民衆には伝統的生活様式――すなわち，「人格的敬慕と私欲のない

献身とに支えられた社会が，金銭的利害と買われた奉仕とに支えられた社会よりも好ましい」２１

とする価値にもとづいた生活様式――が残存しており，それが労働の自由な移動と適応とを妨げ

ていた。だからこそ，当時の雇用主たちは，没主観的・非人格的な労使関係ではなく，共同社会

関係を基礎とする人格的な主従関係の回復を標榜し，実際に試みたと考えられる。すなわち，民

衆における伝統主義的な行動規範を背景に，「家父長的な温情という徳目の実践」２２を労務管理に

取り入れることで，産業革命にとって新たに登場した近代的な工場における労使関係を「伝統的

な主従関係のモデルに合わせてつくり上げ」２３ようとしたのである。したがって，パターナリズ

ムという伝統の規範に基づいた家父長的管理を実践することは，工場において失われていく労使

１６ S. ポラード（１９８２）３００頁。
１７ S. ポラード（１９８２）２８７頁。
１８ S. ポラード（１９８２）２８７頁。
１９ M. ヴェーバー（１９８９）６７―６８頁。ウェーバーは，「あたかも労働が絶対的な自己目的―天職―であるか
のように励むという心情」は，人間に生得なものでも，賃率の操作によって創り出されるものでもなく，
長期におよぶ教育の成果として生ずるものとしている。

２０ S. ポラード（１９８２）２９２頁。
２１ R. ベンディクス（１９８０）１１１頁。
２２ R. ベンディクス（１９８０）１１８頁。
２３ R. ベンディクス（１９８０）１１３頁。
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間の人格的結びつきの回復を，工場村というコミュニティ・レベルで新たに試みた管理手法とい

えよう。

３．１９世紀英国の工場村

本稿では，ロバート・オウエンが産業革命期にその理念を探求したニュー・ラナークと，ヴィ

クトリア期において織物事業者のタイタス・ソルトがブラッドフォード近郊に建設したソルテ

ア，そして１９世紀末に建設され田園都市運動の先駆けとされるボーンヴィルを取りあげる。ス

ラム街の形成が１９世紀都市部の特徴となっていくなかで，これらの工場村は都市生活に健全な

貢献をはたし，後の田園都市への途を開いたとされる２４。

（１）ニュー・ラナーク（New Lanark）

ニュー・ラナークは，水力紡績機の発明者リチャード・アークライトと１７８４年にパートナー

シップを結んだデイビッド・デイルが，スコットランド西南部を流れるクライド河流域の土地を

購入したことから始まる。翌年，デイルはアークライトとのパートナーシップを解消し，唯一の

所有経営者として工場建設に臨んだ。１７８５年４月に着工され，翌８６年に操業を開始した

ニュー・ラナーク工場は，スコットランドにおいて水力紡績機を用いた最初の試みといわれてい

る。

この地は水力紡績機の動力源としては申し分なかったが，グラスゴーから遠く離れた土地で

あった。したがって，工場の労働力確保のために，当初から労働者住宅を建設する必要があっ

た。「最初の工場が１７８６年３月に操業を開始し，９０人の石工，大工，労働者を動員した建設の

結果，１７９３年までに四つの工場と２００家族以上の住宅が完成した」２５。１７９３年にニュー・ラナー

クで働く１，１５７人のうちの約８００人が少年少女であり，しかもそのうちの４５０人が１０歳に満た

ない子供であった。当初，デイルは子供たちが受け取る賃金の代わりに扶養するという原則に

立って，ラナークや周辺の教区およびエジンバラやグラスゴーの孤児院から児童を獲得していた

とされる。

１７９６年にデイルが行なったマンチェスター保険局への報告には，３９６人の少年少女が衛生面で

管理の行きとどいた宿泊施設で暮らしていることが記されている２６。また，当時の就業時間は午

前６時から午後７時（休憩時間は朝食３０分，昼食１時間の２回）であり，子供は終業後に学校

で２時間勉強することが求められた。１７９６年までに，１６名の教師を雇い，５０７名の生徒に読み

書きと算数を教えていたとされる。さらに，２名の非常勤教師が裁縫と教会音楽を教えていた。

このように，ニュー・ラナークは工場建設だけにとどまらず，住宅や学校も建設されていっ

２４ L. マンフォード（１９７４）。
２５ 月尾嘉男・北原理雄（１９８０）６４―６５頁。
２６ Davidson, L.（１９９５）p.７.
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た。その全景は４棟の紡績工場がクライド河と水路の間に並んで建設され，その工場群を取り囲

むように様々な施設や労働者住宅が並び立つ工場村であった（図１）。

労働者住宅の１つケイスネス・ロウは，デイルが連れてきたハイランド地方からの移民を収容

図１ ニュー・ラナークの全景

注：１．第１工場，２．第２工場，３．第３工場，４．第４工場跡，５．性格形成院，６．学校，７．工作場およ
び染作業場，８．荷積み水路，９．ケイスネス・ロウおよび会計事務室，１０．売店，１１．ナーサリー・ビ
ルディングス，１２．ニュー・ビルディングス，１３．オウエン邸，１４．デイル邸，１５．労働者住宅群

出所：Davidson, L.（１９９５）pp.１３,２０―２１.
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するために建てられた２階と半地下の４つの共同住宅を有する労働者住宅である。また，

ニュー・ビルディングスは住居と集会室に使われた４階建の７つの共同住宅からなる建物であ

る。その他，工場村の入り口付近の坂道に沿って建てられたブラックスフィールド・ロウとその

下に建てられたロング・ロウおよびブロード・ロウは，いずれも１７９０年代に建てられた住宅で

ある。そして，オウエンの手による唯一の労働者住宅ナーサリー・ビルディングスは１８１０年頃

に建設され，「当初，第四工場の子供たちを収容するために計画されたもので，四階建の三つの

テヌメントからなり，住宅と倉庫に利用された」２７。このようにデイルのもとで工場村建設は

着々と進められ，オウエンが引き継いだときにはニュー・ラナークはほぼ現在のそれに近い姿を

整えていた。オウエンは，１７９８年にニュー・ラナークを初めて訪問したときの感想を次のよう

に述べている２８。

今まで見てきたどこよりも，私はここを選びたい。自分がいままで長らく考えに考えぬいて，実

行の機会を求めてきた，一つの実験を試みるのには。

マンチェスターの綿紡績工場で経営者としての経験を積んだ，オウエンがニュー・ラナークの

経営を実際に引き継いだのは１８０１年１月１日のことである。この時すでに会社の所有権はオウ

エンに移っていた。オウエンは，デイルから「１７９７年夏に工場を２０年間年賦３千ポンドの６万

ポンドで買い取り，『ニュー・ラナーク紡績会社』を組織」２９していた。また，１７９９年９月には

デイルの長女アン・カロライン・デイルと結婚している。「当時のニュー・ラナーク工場には，

ハイランド地方からの移民を中心とする約１，３００人の家族と，教区から集められた４００～５００人

の子供が働いていた」３０。デイルのもとで児童労働は丁重に扱われ，労働条件も他の工場と比べ

てよかったとされるが，「それでもなおその教育状態や衛生状態は望ましいというには遠く，大

部分の家族は一室に生活し，風紀は乱れ，窃盗，飲酒，乱交が横行していた」３１とされる。

このような状況を目の当たりにしたオウエンは，労働時間を１日１３時間から１４時間に延長し

て個人の生産量を監視したばかりか，風紀の乱れを取り締まるために夜警を雇った。そして，飲

酒が３回見つかると解雇された。さらに，オウエンは労働者たちの悪徳行為が彼らの置かれた劣

悪な環境によってもたらされると考えた３２。そこで，オウエンは盗みに対して罰金を課すなど規

律を厳しくするだけでなく，飲酒の代わりに講話やダンスを奨励し，さらに工場経営で得た利益

２７ 月尾嘉男・北原理雄（１９８０）６６頁。
２８ ロバート・オウエン（１９２８）７７頁。
２９ 月尾嘉男・北原理雄（１９８０）６７頁。
３０ 月尾嘉男・北原理雄（１９８０）６７頁。
３１ 月尾嘉男・北原理雄（１９８０）６７―６８頁。
３２ この考えが，人間は自力で性格を形成することはできず，性格は環境によって形成されるとするオウエ
ンの「性格形成論」の根本をなす。
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を投じてナーサリー・ビルディングス，協同組合方式の売店，性格形成院，および学校を建設

し，生活環境の改善にも着手していった３３。また，工場労働者の賃金の１／６０の拠出からなる疾

病基金や，貯蓄銀行が１８１８年までに設立された。こうして，雇用主による管理は「労働の場」

を越えて「生活の場」へと介入の度を強めていったのである。たとえば，「工場外での生活の乱

れを取り締まるために，オウエンは村民総会を召集し，彼らのなかから『南京虫退治委員会』を

つくり，週一回家庭を巡回させて私生活の状況を報告させることを委員に義務づけた」３４。

また，オウエンは持論を実践するために，性格形成院をはじめとする学校を建設した。１８１６

年１月に開講し，１４名の教師が２７４名の生徒を受け持った。授業時間は夏が午前７時３０分から

午後５時であり，冬は午前１０時から午後２時であった。学校に通う子供は年齢に応じて，２つ

に分けられた。第１学校は満１歳あるいは歩けるようになった幼児を収容する学校であり，２歳

になるとダンスが，また４歳になると音楽が教えられた。第２学校は５歳から，工場で働く年齢

の１０～１２歳までの子供を収容する学校であり，習字や算数などが教えられた。そして，工場で

働く１０歳から２０歳を対象とする夜間学校として，性格形成院が用いられた（図２）３５。

３３ しかし，オウエンが学校経営の構想を打ち出すと，パートナーであった実業家の J. バートンや J. アトキ
ンソンらの反発を買い，１８１０年にパートナーシップの解消を余儀なくされた。その後，グラスゴーの実業
家たちとパートナーシップを結ぶが，これも利害の不一致から１８１３年に解消された。最終的に，オウエン
の構想に賛同したクエイカーの実業家W. アレンや J. ウォーカー，J. ベンサムらとパートナーを組むこと
になった。

３４ 角山栄（１９７９）１９３頁。
３５ このような学校教育は児童労働の未利用をもたらしたとされるが，実際には，母親が安心して働くため
の託児所としての役割をもっていたと，１８１８年にニュー・ラナークを訪れたアメリカ人は伝えている。

図２ 学校における授業風景

出所：Davidson, L.（１９９５）p.１６.
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学校教育において，オウエンは特定の宗教を教えることにも読書に没頭させることにも関心を

示さなかったとされる。しかし，パートナーの一人でクエイカー教徒のW. アレンはニュー・ラ

ナークにおけるオウエンの教育プログラムに非常に関心をもっていた。アレンはダンスや歌唱だ

けでなく，軍隊式体操が授業として行なわれているのを知ったとき，オウエンに中止するよう要

求した。結局，１８２４年１月のパートナー会議で，オウエンは弁明を余儀なくされ，彼の実験は

制限されることとなった３６。

以上のように，オウエンは労働者の「生活の場」における人格的庇護者としての権威を行使し

たのであるが，その目的は時間による管理が徹底される近代の工場制生産に適応した態度を労働

者たちに身につけさせるためであった。ここに，工場制生産における新たな労使関係を，伝統的

な主従関係に合わせて作り上げていこうとした雇用主の意図がうかがえる。つまり，産業革命期

におけるパターナリズムとは，新たに形成された雇用主と労働者の関係を再構築するために，共

同体社会関係における主従関係の伝統を，工場村という新しいコミュニティを介して再現するこ

とであったと理解できる。そのため，「オウエンは『慈愛のこもった後見』を行なうことを一つ

の社会哲学とすることにより，彼流の伝統主義に独自の人格的な特質を付与することになった

が，彼の労務管理への接近方法は，それまでに存在したことがないというものでも，また独自な

ものでもなかった」３７と評されるのである。

（２）ソルテア（Saltaire）

次に，ヴィクトリア期に建設されたソルテアについて考察する。デイビッド・ロバーツは著書

『Paternalism in Early Victorian England』において，「財産のパターナリズム（資産家は義務を有

するという考えにもとづく双務性の規範――引用者）という概念の草の根レベルでの復活が，ソ

ルテアにおいてその頂点に達した」３８としている。この工場村は，ブラッドフォードの織物事業

者タイタス・ソルトによって１８５１年から１８７２年にかけて建設されたものである。また，ソルテ

アは欧米諸国を歴訪中であった岩倉具視使節団が１８７２年１０月に訪れたことでも知られている。

ソルテアという工場村の名前は，ソルト（Salt）がブラッドフォード近郊のエア（Aire）河の流

域に建設したことに由来する。

ソルトは，加工が困難なためにリヴァプール港に放置されていたアルパカの製品化に成功し，

１８５３年までにブラッドフォードに６つの工場を所有していた。また，彼は事業のかたわら会衆

３６ 結局，このことが原因で，オウエンは渡米を決意し，ニュー・ハーモニーの建設に着手することになっ
た。１８２４年夏に R. フラワーからアメリカ合衆国のインディアナ州ハーモニーで実験の継続を勧められた
とき，それを承諾し，同年１２月に息子の R.D. オウエンとともに，ニュー・ラナークで完結しなった実験
の続きを求めて渡米したのである。

３７ R. ベンディクス（１９８０）１１４頁。
３８ Roberts, D.（１９７９）p.１８０.
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派日曜学校の教師として宗教活動にも熱心に取り組んでいた。さらに，１８４８年１１月から１年間

ブラッドフォード市長をつとめ，１８５９年から１８６１年の間，ブラッドフォード選出の自由党国会

議員となっている。当時，毛織物産業の中心地となりつつあったブラッドフォードは，他の新興

工業都市と同様に，公衆衛生や住宅問題などの人口過密による生活環境の悪化が問題となってい

た。実際に，１８１１年から１８５１年の間にブラッドフォードの人口は１６，０１２人から１０３，７７１人に

増加し，１８４９年夏にはコレラの流行により多数の死者を出している。

こうした状況の中，ソルテアの建設が１８５１年に５階建の工場建設からはじめられたのである

（図３）。「この工場は，その当時驚くほどの規模で，６．５エーカーの敷地に，およそ３千人を雇用

していた」３９とされる。梳毛織物の全ての工程を行なう，この大規模工場は１，２００台の織機を擁

し，１日約３万ヤードの服地を生産する能力を備えていた。労働時間は午前６時から午後６時で

あり，３０分の朝食休憩と１時間の昼食休憩があった４０。工場に続いて建設されたのが労働者住宅

と公共施設であり，１８７１年までに８２４戸の住宅と４０店舗の商店が完成し，ソルテアの人口は約

４，３００人に達した。しかも，そのうちの７５％がウェスト・ライディング出身者であり，残りは

ヨークシャの他地域から１３％，ブリテン島から１２％であった４１。

ソルテアの労働者住宅はゴシック様式の長屋であったが，ブラッドフォードや周辺都市の労働

者住宅と比べるとはるかに上質であり，上下水道とガスを完備していた。入居状況については，

工場における職位によって部屋数と広さの異なる住宅が提供され，１週間の家賃はその住宅のグ

レードに応じて，２シリング４ペンスから７シリング６ペンスの範囲に設定されていた。たとえ

ば，監督者の住宅は応接間，台所，３つの寝室，地下室，前庭つきであったのに対して，労働者

の住宅は居間，小さな台所，２つの寝室，半地下室であった（図４）。

このように，当初は居住地域においても職場での序列が反映されていたが，この入居状況は時

間が経つにつれて変わっていった。その変化をもたらしたのが入居者の所得であった。すなわ

ち，居住地区の拡大により上質の新築住宅が増えるにつれて，その入居状況は世帯主の賃金や職

位から家族の１週間分の総収入によって決まるようになっていったのである。たとえば，若い監

督者の世帯主だけが家計を支える家庭よりも，多数の児童労働を擁する不熟練労働者の家庭のほ

うが総収入で上まわり，監督者よりも高いグレードの住宅に入居することがしばしばみられた。

その他，食堂をはじめ，教会，小学校，養老院，多目的施設，共同浴場および洗濯場などの公共

施設が順次建てられていった。しかし，これら公共施設の建設は当初から予定されていたわけで

はなく，コミュニティの成長とともに必要に応じてソルトが建設したものであった。たとえば，

３９ Ashworth, W.（１９５１）p.３７９.

４０ Reynolds, J.（１９８３）p.２９０.１８７２年以降，労働時間は午前６時３０分から午後６時３０分までに変更され
た。また，土曜日は午前６時から午後２時までとされた。

４１ Reynolds, J.（１９８３）p.２８８. ソルテアの労働者は，１８５４年から１８５８年の間はブラッドフォードの工場か
ら移された者たちであったが，それ以降はソルトが周辺地域から個人的にリクルートした。
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図３ ソルテアの全景
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出所：Reynolds, J.（１９８５）pp.１４―１５,２１.
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宗教活動は，当初，工場の向かいに建てられた食堂で行なわれていた。格安で食事を提供する食

堂は約８００人を収容できた。しかし，１８５４年の人口増加にともなって屋外で行なわれるように

なると，ソルトは教会を建設し，講師代をも支払った。それと同時に，食堂でソルテア工場学校

が開始された。この学校の授業時間は，工場の労働時間と密接に結びつけられていた。たとえ

ば，児童の労働時間は１週目が午前６時から午後１２時３０分の場合，２週目は午後１時１５分か

ら午後５時３０分と定められていったため，児童労働者が授業に出席できたのは半日であった。

その後，１８６７年から１８７１年にかけて小学校が建設され，６歳までの少年少女約７００人に初等教

育が実施された。しかし，そのうちの約半数は依然として半日の受講生であった４２。

ブラッドフォードの市政に携わった経験から，労働者のスラムの悲惨な状況を知っていたソル

トは，村の衛生面のみならず，住民である労働者のモラルにも当初から関心を示し，実際に介入

していた。この点は，「ソルトが労働者にモラルとして期待したものは，ある場合には労働者に

対する彼の考え方の押しつけともいえる面を持っていた。それは，公園の使い方に関するルール

４２ 学校就業年齢の児童が不法就労していたのは労働者住宅への入居と関連していたと思われる。つまり，
それが世帯主の所得だけでなく，家族全員の所得によっていたため，少しでもよい住宅に住むには多くの
働き手が必要だったのである。そのため，一家の所得増大のために，学校就業年齢の児童も工場で働かさ
れたと推測される。ちなみに，１８３３年工場法によって，綿，梳毛，紡毛の工場では９歳以下の子供の雇用
は禁止され，さらに９歳から１３歳の子供の労働時間は１日８時間，１３歳から１８歳が１日１２時間と定め
られている。

図４ ソルテアにおける監督者向け住宅

出所：Reynolds, J.（１９８５）p.２２.
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のようなものにとどまらず，ある場合には個人生活に対する干渉ともいえる面にまで及んでい

た」４３とされる。たとえば，ソルトは労働者の飲酒，共同浴場や洗濯場の利用について事細かに

干渉し，さらに洗濯物の干し方についても裏庭に干すことをひどく嫌ったといわれている。ま

た，ソルトが１８６９年から１８７１年に建設した多目的施設の狙いは，パブに代わって娯楽や教育の

場を提供するコミュニティ・センターにあった。飲酒は労働者に不道徳と貧困をもたらす害悪で

あると，ソルトは考えていたからである。多目的施設では，分別のある労働者を育成する目的

で，機械工学院や芸術，科学といった成人向け講義が行なわれ，図書館や体育館，ビリヤード

場，コンサートホールなどの設備を備えていた。会費は２１歳以上の男性が６シリング，女性と

子供が３シリングと定められていた。また，１８７６年に「労働者階級を道徳的，社会的に高め

る」４４ために建設された公園の利用規定は厳格なものであった。たとえば，酔払いや犬，大人同

伴でない８歳以下の子供は入園できなかったし，喫煙やギャンブル，集会は固く禁止されてい

た。

こうした雇用主の「生活の場」への干渉は住人の反発を招いた。共同浴場も洗濯場も住民の不

評を買い，利用はほとんどなく，１８９４年に取り壊されている。また，ソルテアにパブはなくて

も，住民はソルテア近隣のパブで飲酒していたことが報告されている。さらに，選挙法の改正に

よりブラッドフォードで労働者の組織化が進みつつあった１８６８年には，ソルトがソルテア工場

の労働者代表を横暴に扱ったことで，４日間のストライキが発生している。１８７６年のソルトの死

後１８年経った１８９４年に，工場と村は地元の実業家集団に売却され，ソルト家との関係が絶たれ

た。１９０２年には，実業家集団の一人である J. ロバーツが唯一の所有者となるが，彼の引退後，

工場部分の所有権は転々とし，最終的にはイリングワース・モリス・グループ（Illingworth

Morris Group）に落ち着く。１９３３年に，同グループは住宅をブラッドフォード不動産会社

（Bradford Property Trust Company）に売却し，モデル村としてのソルテアの歴史は終焉を迎え

た。

ソルテア建設の動機について，ソルトは「私は不潔で混乱したブラッドフォードに加担したく

なかった。幸福で満足した人々が私の後に続くのを見たい」４５と，工場オープンの演説で語って

いた。ブラッドフォード市長在任中にスラムの悲惨な状況を目の当たりにしていたソルトは，工

場規模の拡張のためだけに郊外を選択したのではなく，同時に，労働者の生活環境の改善を求め

ていたと考えられる。したがって，ソルトは自らの理想を求めて，「労働の場」だけでなく「生

活の場」にも積極的に関与することになった。つまり，ソルテアの居住者のほとんどが工場で働

く労働者であったため，コミュニティに関する問題はすべて雇用主の自由裁量，すなわち T. ソ

ルトの恣意と恩寵によって決定されることになった。それにもかかわらず，コミュニティの必要

４３ 石田頼房（１９９１）１２８頁。
４４ Reynolds, J.（１９８３）p.２８０.

４５ Reynolds, J.（１９８３）pp.２６３―６４.
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に応えて建設を進めたという点で，産業革命期の工場村とは異なる。いくつかの公共施設は，工

場村の長であるソルトが自らの理想郷のために一方的に建設したというよりも，住民の要求に応

えていくなかで建設されたものであった。ただし，その場合でも，施設の利用については雇用主

の干渉を免れなかった。

（３）ボーンヴィル（Bournville）

最後に，英国における田園都市運動の先駆的事例とされるボーンヴィルについて考察する。

ボーンヴィルの開発は，バーミンガムにおいてチョコレート菓子製造事業で成功したキャドバ

リー・ブラザーズ社（Cadbury Brothers Ltd.）が１８７９年に大規模なチョコレート工場を建設し

たことを契機としている４６。「生活の場」においても労働者を管理しようとしたニュー・ラナー

クやソルテアとは異なり，ボーンヴィルはキャドバリー社の従業員以外の人々にも開放されたコ

ミュニティを目指して建設された。実際に，ボーンヴィルに住むキャドバリー社の従業員は，建

設当初から現在に至るまで全住民の４０％程度でほとんど変わらないとされる。この背景には，

様々な階級からなる地域社会の一構成員として労働者を位置づけることを理想とするジョージ・

キャドバリーの信念があった。１９００年にボーンヴィルの開発がキャドバリー社の手を離れてか

らも，「初期の建設において信託財団はかなり神経質にこの（様々な階級からなるコミュニティ

という――引用者）原則を守り一戸ずつ隣り合わせに労働者階級と中程度の階層の人という具合

に組み合わせていった」４７とされる。

こうしたボーンヴィル開発の理念は，G. キャドバリーの次のような経験に基づいているとさ

れる。すなわち，敬虔なクエイカー教徒の父ジョン・キャドバリーの下で育った G. キャドバ

リーは，教育機会のなかった労働者を対象とする成人学校運動に積極的にかかわり，１８５９年か

ら生涯を通して成人学校の教壇に立ち続けたとされる４８。さらに，G. キャドバリーはバーミンガ

ム市議会議員として住宅問題にかかわった経験をもっていた４９。このように，成人学校などの社

会活動に熱心であった G. キャドバリーは，バーミンガムの貧困層とかかわっていくうちに労働

者階級の「健康と品格の両面において，スラムの状態やひどく密接した建物の増大しつづける地

域の病的な影響に，より一層痛感させられるようになった」５０とされる（図５）。

したがって，彼はボーンヴィルで暮らす労働者をコミュニティ内のスラム化し孤立した存在で

はなく，様々の階級が入り交じって社会生活を送るコミュニティの構成員として位置づけようと

４６ キャドバリー社は，２０１０年にアメリカの大手食品企業クラフト・フーズ社（Kraft Foods Group, Inc.）
に１９０億ドルで買収され，２０１８年現在，クラフト・ハインツ（Kraft Heinz Company）の子会社となって
いる。

４７ 下総薫（１９７１）５９頁。
４８ Gardiner, A.G.（１９２３）p.４０.

４９ Gardiner, A.G.（１９２３）pp.６６―６９.

５０ Williams, I.A.（１９３１）p.２１８.
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した。事実，「ジョージは後年当時のことを顧みて『もし私がバーミンガムの成人学校で貧しい

人々に接する経験を持たなかったら，今日のボーンヴィルは生まれなかったろう』と述べている

ように，彼はこの成人学校の生徒である下層階級の人々のあまりにも惨めな生活を目の当たりに

して，人間らしい環境をこの人々に提供することが自分の使命であることを素朴に感じ取ったの

であった」５１。

以下，こうした理念にもとづき，会社と切り離されて独自に発展していくことになる，ボーン

ヴィルを考察する。まず，ボーンヴィルに建設された住宅は，大きく３つのタイプに分類でき

る。第１に，工場用地に隣接してキャドバリー社によって建てられた数戸の住宅，第２に，

ジョージの兄リチャード・キャドバリーによって建てられた一群の私設救貧住宅，第３に，ボー

ンヴィル・ヴィレッジ信託財団（Bournville Village Trust）の所有する土地に同信託財団，公共

事業協会（Public Utility Society）および個別の私企業によって建設された住宅，の３タイプで

ある。

第１のタイプの住宅は，幹部職員のために１８７９年に工場に隣接して建てられた１６戸の住宅で

ある。しかし，これらの住宅は工場の増設とともに撤去され，１９２７年にはダイニングルーム・

ブロックの建設によってそのほとんどが取り壊された。

第２のタイプの住宅は，R. キャドバリーが生前に計画した最後のもので，１８９８年に着工され

５１ 下総薫（１９７１）５６頁。

図５ １８７５年頃，バーミンガムの裏通り

出所：Henslowe, P.（１９８４）p.２.
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たものである。この私設救貧住宅は，工場の南西のリンデン・ロードとメアリーベイル・ロード

が交差する一角の約３００ヤードの土地に建てられ，「全部で３３戸あり，カーテンのない寝室と小

さな台所を有する居間から成っており，…（中略）…小さな裏庭もあった」５２。この居住施設は２

人用――夫婦あるいは母と娘――に設計され，暖房器具，照明および医療サービスが無料で提供

された。したがって，入居条件は６０歳以上か，もしくは低収入――独身者は週１０シリング，結

婚したカップルは週１５シリングの収入――でなければならなかった。

第３のタイプの住宅は，１８９３年に G. キャドバリーが工場に隣接する北西部の土地（１２０エー

カー）を購入したことを端緒とする。さらに，１８９４年から１８９５年の間に土地が追加された。そ

して，１８９８年には工場から G. キャドバリーの私邸があるウッドブルックまでの間の土地が購入

され，さらに翌９９年には工場の西南約１マイル離れたところにあるヘイ・グリーン所領（１４０

エーカー）が追加された。こうして，１９００年までに G. キャドバリーは延べ３３０エーカー以上に

及ぶ地所を購入し，工場周辺に約３００戸の住宅を建設した（図６）。

これらの住宅はいずれも G. キャドバリーの信念に基づいて厳しい規制のもとで建設されてい

た。ボーンヴィルでは，劣悪な住宅が建てられないように，９９９年契約で年間１ポンドの地代が

設定され，さらに住宅建設費の下限が設定されていた。また，運動場や学校等の施設，緑地など

が注意深く配置された。ところが，住環境の良い労働者住宅の建設は彼が想定していなかった事

態を招くことになった。ボーンヴィルにおける安価で良好な住環境は人気を博し，投機目的の転

売が繰り返され，住宅価格が高騰したのである。たとえば，「ボーンヴィルの周辺が急速な市街

化にさらされてキャドバリーの期待した田園的景観が急速に失われて行きつつあったこと，貪欲

５２ Williams, I.A.（１９３１）p.２１７.

図６ ボーンヴィルにおける１８９０年頃の住宅

出所：Henslowe, P.（１９８４）p.４.
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な借地人が三年足らずの所有期間で建物を転売して３０％以上の利益をあげるというようなこと

が起こっていたこと」が指摘されている５３。

そこで，規制強化の必要を認識した G. キャドバリーは，ボーンヴィルの土地と住宅を，１９００

年１２月１４日付の証書によってボーンヴィル・ヴィレッジ信託財団に譲渡し，会社と完全に切り

離して管理することにした５４。この財団の目的は，「現在，労働者階級の大部分に供給されてい

る不衛生かつ不健全な居住状態に起因する諸々の害悪を軽減し，工場労働者に天与の土を耕すと

いう健康な機会を与えることによって戸外の健全な生活を確保することにある。バーミンガムの

内外に留まらず全英に住み働く労働者，勤労者に庭を与え，オープン・スペースを与え，居住条

件を改善し，健全な生活をもたらすことをその目的としてここに宣言する」５５とあり，証書には

以下のような財団の諸権利が記されている５６。

・土地を購入，販売あるいは賃貸する権利

・建物を建設，販売あるいは改修する権利

・何らかの条件で金を貸す権利

・病院，学校あるいは他の同様の目的のために土地建物を提供する権利

・図書館，技術学校，レクリエーション・ホールやそうした施設を備える権利

・直接的にせよ間接的にせよ地所を拡大する権利

・他の財団，会社あるいは個人と所有地の共同運営のための計画に参加する権利

・財団職員を雇う権利

・内規や規制をつくり，改正あるいは廃止する権利

・議会立法に依頼する権利

・資金を安全に投資する権利

当初，信託財団の理事は G. キャドバリー，妻エリザベス，息子のエドワードとジョージ・

ジュニアといった家族で構成されていたが，次第にフレンド教団（クエイカー教徒の組織）や

バーミンガム市評議会およびキングズ・ノートン都市地域評議会からそれぞれ任命された者を含

むようになっていった。また，理事全員の合意がないかぎり，財団の所有地および所有地内の建

物で酒類を醸造，販売することは禁止された。さらに，財団設立後は，一人が１エーカー以上の

土地，あるいは６戸以上の住宅を所有することが禁止され，借地期間も９９年に変更された。ま

５３ 石田頼房（１９９１）１３９頁。
５４ Williams, I.A.（１９３１）p.２２０. その当時のボーンヴィルの土地と建物の総額は約１７万２千ポンドと評価さ
れた。

５５ 下総薫（１９７１）５８頁。
５６ Williams, I.A.（１９３１）p.２２１.
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た，財団が管理するようになってから公園や公共施設が充実しはじめた。こうして，「財団の財

産は雪だるま方式に増加し，…（中略）…利益は配分されるのではなく財団に追加され，その目

的促進のために使用された」５７。すなわち，土地を公的な財団の所有下におき，地代の徴収や，

抵当権付き住宅の賃貸などによって得た利益をボーンヴィル開発のために再投資するというもの

であった。その結果，１９００年に約１７万ポンドであった財団の資産は，１９２９年末には５０万ポン

ド以上に膨れ上がり，１９３１年には約１，０６０エーカーの土地を所有し，約２千戸の住宅が建てら

れた（図７）。

５７ Williams, I.A.（１９３１）p.２２２.

図７ １９１４年，ボーンヴィルの全景

出所：Henslowe, P.（１９８４）p. ii.
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また，ボーンヴィル・ヴィレッジ信託財団の他に５つの公共事業協会が存在し，財団から土地

を賃借してボーンヴィルの開発を行なった。公共事業協会とは１８７６年から１９１３年の産業共済組

合法（Industrial and Provident Societies Acts）のもとで形成された組織であり，２００ポンド以上

の協会の株式を保有してはならないという条件のもとで出資した小口の投資家からなっていた。

また，配当率の上限は大蔵省によって制限されていた。実際に，ボーンヴィルの住宅建設を行

なった協会は，１９０７年に２０エーカーの土地を賃借したボーンヴィル・テナント社（Bournville

Tenants Ltd.）の労使共営制協会（Co-partnership Society），１９１４年に設立され主に第１次世界

大戦後に発展したウィアリー・ヒル社（Weoley Hill Ltd.），１９２２年設立のウッドランズ住宅協会

（Woodlands Housing Society），１９１９年に設立され，キャドバリー社の被雇用者だけがメンバー

になることができるボーンヴィル工場住宅協会（Bournville Works Housing Society），そして

１９２３年に設立され女性労働者向けの小さな集合住宅を建設したレジデンシャル・フラット社

（Residential Flats Ltd.）である。

その他，私企業でボーンヴィルの開発にかかわったのはキャドバリー社であった。キャドバ

リー社は財団から土地を賃借して，１４３戸の住宅とバンガローを建設した。そのうち２６戸が

キャドバリー社専属の工場消防隊員の住宅として提供され，また５８戸のバンガローがキャドバ

リー社で働く独身の女性労働者に提供された。

ボーンヴィルの町としての発展に伴いボーンヴィル・ヴィレッジ評議会（Bournville Village

Council）が設立された。この評議会はボーンヴィルに暮らす住民が選出した代表者で構成され

ているのが特徴である。つまり，キャドバリー社の従業員だけでなく，様々な階級からなる市民

が参加する自治組織であり，コミュニティ改善案，住民の苦情，地域交流（講演会や祭など）の

組織化，地域の緑化計画などを主に扱った。ここでは，G. キャドバリーが理想とした階級を越

えた地域住民の交流が行なわれていたといえよう。したがって，ボーンヴィルは，雇用主によっ

て「労働の場」と「生活の場」の管理が結びつけられた従来の工場村とは明らかに異なった性格

をもっていたといってよい。そこでは，労働者も一市民として生活し，階級間の利害を越えた市

民社会的交流が築かれていたのである。したがって，ボーンヴィルは単なる工場村ではなくな

り，大都市バーミンガム郊外の地域社会を形成していった。このことは，現在のボーンヴィルが

地域社会から孤立した産業革命の遺物として存在しているのではなく，大都市バーミンガムの一

地域として今なお発展していることからもうかがえる。今日のボーンヴィルは，４千ヘクタール

の地所におよそ１万戸の住宅が建設されている。

４．おわりに

１９世紀の英国において工場村を建設した雇用主の意図は，労働者の身体的・精神的な管理を

通じて労働者たちに規律と忠誠心を教え込み，工場制生産に適応した労働力の確保と経営秩序の

安定をはかるという点にあったとされてきた。とりわけ，初期の工場村はその環境全体が利潤を
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求める雇用主の自由裁量のもとにあり，容易に工場の利害と結び付けられる要素を多分に含んで

いた。したがって，工場村の考察には社会的良心の観点からではなく，工場経営の問題という観

点からのアプローチが望ましいとされてきた。つまり，「作業員を激しく鞭打つタイプの雇用主

と，模範的なコミュニティの建設者との間では外見上その差は大きいが，しかし『労働者の統御

という視点からすれば，工場管理の二つのタイプはいずれも規律の強制という点で同一の関心を

示している』」５８ということである。

しかし，これは従来の共同社会関係に基礎をおく主従関係のモデルに合わせて作り上げられ

た，工場制生産における新たな労使関係の構築であった。ウェーバーによると，伝統的支配の正

当性の原理は，伝統とヘルの人格に対する恭順からなっている。つまり，新たな支配者である雇

用主は，まず，自らを正当な伝統の継承者であることを証明する必要に迫られるのである。当時

の雇用主は，都市における人間疎外の問題と農村における労働慣行の問題に対して同時に解決を

はかる方法として自らを伝統の継承者と位置づけ，人格的結びつきを基礎とする主従関係――す

なわち，伝統的支配の基本要素にもとづく支配と服従の関係――の構築を試みたと考えられる。

ただし，１９世紀末に建設されたボーンヴィルは異なっていた。ボーンヴィルは市民生活の基盤

を提供する場として位置づけられている点ではそれまでの工場村と同一であるが，新たな労使関

係構築のための労働者管理の一手段というそれまでの工場村が有した性格は直接的に存在しな

かったからである。

今後の課題は，１９世紀の英国産業における家父長的管理が，その後の英国企業の労務管理に

おいて前近代的なそれをどの部分で継承し，またどの部分で断絶して新たなものへと変容をとげ

ていったのかを明らかにすることである。具体的には，「労働者階級の徳性に対するより有益な

影響力は，現在教会によって行使されているよりも，彼らの職場という媒介を通して行使されて

いるといってよい」５９とベンジャミン・シーボーム・ラウントリーが主張しているように，雇用

主の関心は工場内の福利施策による労働者のより精巧な管理へと向けられていったと考えられ

る。家父長制的管理はコミュニティそれ自体を含む被雇用者の身体的・精神的管理から，２０世

紀英国の近代企業のもとで産業心理学に依拠した生産点における労務管理へと精緻化されていっ

たものと推測されるからである６０。

５８ S. ポラード（１９８２）２９３頁。
５９ Meakin, B.（１９０５）p.３３.

６０ この視点から，英国における労務管理の展開を議論したものに，Urwick, L.F. and E.F.L. Brech（１９９４）
The Making of Scientific Management Vol.2 : Management in British Industry, Bristol : Thoemmes Press ;

Guillén, M.F.（１９９４）Models of Management : Work, Authority, and Organization in a Comparative Perspec-

tive, Chicago : University of Chicago Pressなどがある。
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